
東京都地域医療構想策定のための検討体制

東京都地域医療構想策定部会の設置

○東京都において地域医療構想策定にあたっては、東京都

保健医療計画推進協議会の下に、「地域医療構想策定部会」

を設置

○ 病床の機能分化が主要な議題となるため、病床機能報告

制度における４つの機能区分を代表する医療機関が参画

医療関係団体
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学識経験者
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各医療機能代表
○ ⾼度急性期機能
○ 急性期機能
○ 回復期機能
○ 慢性期機能

東京都地域医療構想策定部会
地域ごと
の意⾒聴
取の場
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の前倒し設
置）
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